
（参考３）

食の安全・安心確保交付金及び消費・安全対策交付金の

目的、目標、事業メニュー及びその内容、事業実施主体並びに交付率

１ 平成２０年度食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金

目 的 目 標 事業メニュー及びその内容 事業実施主体 交付率

Ⅰ伝染性 １家畜衛生 監視体制強化施設整備 都道府県 交付金の

疾病・ の推進 家畜保健衛生所等の機能を全国的に 交付率は

病害虫 一定水準以上に保つため、検査の迅速 事業費の

の発生 化、高度な疫学診断等に対応するため 定額（１/
予防・ の施設及び機器を整備する。 ２以内）

まん延 とする。

の防止 なお、地

域提案型

事業の交

付率は類

似の事業

メニュー

の交付率

を準用す

るものと

する。



２ 平成２２年度食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金

目 的 目 標 事業メニュー及びその内容 事業実施主体 交付率

Ⅰ農畜水 １－１安全 (1) 土壌由来有害化学物質（カドミウ 都道府県 交付金の

産物の 性向上措 ム、ヒ素、鉛等）のリスク管理措置 市町村 交付率は

安全性 置の検証 の検証 農業協同組合（農業 事業費の

の向上 ・普及の ① 土壌由来有害化学物質のリスク管 協同組合法（昭和 22 定額（1/2
うち食品 理を効率的・効果的に推進するため、 年法律第 132 号）の 以内）と

の安全性 リスク管理推進協議会の開催、農作 規定に基づき設立さ する。

向上措置 物の汚染リスク推定技術や吸収抑制 れた組合（農事組合 なお、地

の検証 技術など有害化学物質の低減化技術 法人を含む。）をいう。 域提案型

導入効果の確認・検証を行う。 以下同じ。） 事業の交

農業協同組合中央会 付率は類

② 農用地土壌汚染対策計画の策定に 農業協同組合連合会 似の事業

必要な調査等の実施 土地改良区 メニュー

農用地の土壌の汚染防止等に関す 営農集団(消費・安全 の交付率

る法律（昭和 45 年法律第 139 号。以 局長等が別に定める を準用す

下「農用地土壌汚染防止法」という。） ものをいう。以下同 るものと

第５条第１項に基づく農用地土壌汚 じ。) する。

染対策計画の策定に必要な調査等を 都道府県知事等が地

行う。 方農政局長等と協議

して適当と認める団

(2) 生産・貯蔵・加工段階で発生する 体（以下「特認団体」

有害化学物質（カビ毒、アクリルア という。）

ミド等）のリスク管理措置の検証 （事業メニュー及び

有害化学物質のリスク管理を効率的 その内容の欄の(1)①
・効果的に推進するため、リスク管理 のうち「農作物の汚

推進協議会の開催、栽培管理における 染リスク推定技術」

農産物の汚染リスク推定技術や防御技 に係る取組及び(1)②
術、貯蔵及び加工過程における貯蔵管 の取組については都

理や製造技術など有害化学物質の低減 道府県のみとする。）

化技術導入効果の確認・検証を行う。

(3) 有害微生物（カンピロバクター、

Ｏ 157 等）のリスク管理措置の検証

有害微生物のリスク管理を効率的・

効果的に推進するため、リスク管理推

進協議会の開催、農産物における肥培

管理技術、家畜における飼養衛生管理

技術や微生物排泄抑制技術など有害微

生物の低減化技術導入効果の確認・検



証を行う。

１－２安全 (1) 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導 事業メニュー並びに 交付金の

性向上措 入・普及 その内容の欄の(1)及 交付率は

置の検証 都道府県における高度な取組内容を び(2)については、以 事業費の

・普及の 含むＧＡＰの導入・普及を推進するた 下のとおりとする。 定額（1/2
うち農業 め、ＧＡＰ推進検討会を開催し、ＧＡ 都道府県 以内）と

生産にお Ｐの導入方針の検討や都道府県版ＧＡ 農業協同組合中央会 する。

けるリス Ｐ普及マニュアルの作成、産地への指 農業協同組合連合会 ただし、

ク管理措 導・助言の取組等を行う。 特認団体 G A P に

置の導入 関する産

・普及推 (2) 農業生産工程管理（ＧＡＰ）指導 地 指 導

進 者の育成・確保 (指導者

都道府県段階における高度な取組内 向けの研

容を含むＧＡＰの導入・普及を推進す 修 を 含

るため、産地のリーダー等を対象とし む）に係

た研修会の開催、農業指導者等を対象 るもの並

としたＧＡＰやリスク低減の指針等に びに事業

関する専門知識や技術を習得するため メニュー

の研修会を開催し、産地においてＧＡ 及びその

Ｐの策定・実践を指導する者の育成・ 内容の欄

確保を図る。 の( 3)及
び （ 6）

(3) カドミウム濃度の詳細調査及び低 事業メニュー及びそ に要する

減対策の検討等の実施 の内容の欄の(3)につ 経費につ

我が国の農作物中のカドミウム濃度 いては、以下のとお いては定

を低減するため、産地内の農作物のカ りとする。 額

ドミウム濃度の実態把握、農作物中の 都道府県 （10/10）
カドミウム濃度低減に向けた戦略策定 農業協同組合中央会 とする。

を行う。 農業協同組合連合会 なお、地

特認団体 域提案型

都道府県協議会（消 事業の交

費・安全局長等が別 付率は類

に定めるものをいう。 似の事業

以下同じ。） メニュー

の交付率

＜地区推進事業＞ を準用す

(4) 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の策 事業メニュー及びそ るものと

定・実践 の内容の欄の（4）に する。

対象地区における高度な取組内容を ついては、以下のと

含むＧＡＰの策定・実践を推進するた おりとする。

め、ＧＡＰ推進協議会の開催、ＧＡＰ 市町村

の策定、研修会の開催、調査等を行う。 農業協同組合



営農集団

特認団体

(5) 植物浄化技術の導入・普及推進 事業メニュー及びそ

水稲（品種は「長香穀」、「ＩＲ－８」 の内容の欄の（5）に

に限る。）による植物浄化技術の実証を ついては、以下のと

生産ほ場で行う。 おりとする。

市町村

農業協同組合

営農集団

特認団体

都道府県協議会

産地協議会（消費・

安全局長等が別に定

めるものをいう。以

下同じ。）

(6) 植物浄化技術の効果の把握等 事業メニュー及びそ

生産ほ場で実施した植物浄化技術の の内容の欄の（6）に

効果の把握、評価を行う。また、植物 ついては、以下のと

浄化技術の実施に必要な種籾の確保を おりとする。

行う。 都道府県

農業協同組合中央会

農業協同組合連合会

市町村

農業協同組合

営農集団

特認団体

都道府県協議会

産地協議会

２農薬の適 (1) 農薬の安全使用の推進 事業メニュー及びそ 交付金の

正使用等 農薬の安全使用の推進及び農薬の飛 の内容の欄の（1）（3） 交付率は

の総合的 散防止対策を図るため、農薬使用者を 及び（4）については、 事業費の

な推進 対象とした講習会の開催や啓発活動の 以下のとおりとする。 定額（1/2
実施、農薬使用状況の調査及び記帳指 都道府県 以内）と

導、適正かつ安全な農薬の使用の指導 市町村 する。

及び普及を行う指導者（農薬適正使用 農業協同組合 なお、地

アドバイザー等）の育成や地域ごとの 農業協同組合中央会 域提案型

農薬の使用に係る基準の策定等を行う。 農業協同組合連合会 事業の交

営農集団 付率は類

特認団体 似の事業

メニュー



(2) 農薬の適切な管理及び販売の推進 事業メニュー及びそ の交付率

農薬の適切な管理及び販売の推進並 の内容の欄の（2）（5） を準用す

びに農薬の飛散防止対策の推進を図る 及び（6）については、 るものと

ため、農薬販売者の研修・指導の実施、 以下のとおりとする。 する。

農薬管理指導士の育成研修等を行う。 都道府県

市町村

(3) 農薬残留確認調査の実施及び分析 農業協同組合

機器の整備 農業協同組合中央会

登録保留基準への適合状況、農薬使 農業協同組合連合会

用時の飛散の状況、周辺農作物への農 特認団体

薬の残留状況及び農薬の飛散防止技術

の効果を確認するため、農薬の農作物、

土壌等への残留量について調査を行う

とともに、調査に必要な分析機器を整

備する。

(4) 実態把握を通じた原因究明及びリ

スク管理措置の評価・検証

食の安全及び消費者の信頼確保並び

に食料の安定的な供給を図る観点で対

策を策定するため、土壌調査や農作物

のモニタリングによる実態把握及び原

因究明、残留防止対策等の評価・検証

を行う。

(5) 埋設農薬処理の進行管理の実施

埋設農薬を計画的かつ着実に処理す

るため、処理計画を策定するとともに、

その進行管理を行う。

また、埋設農薬が適切に処理された

ことを確認するため、掘削・回収の事

前、事後に環境調査を行う。

(6) 埋設農薬の漏洩等による周辺環境

への悪影響の防止措置の実施

埋設農薬の漏洩等による周辺環境へ

の悪影響が懸念される場合、緊急的に

必要な悪影響防止措置等を行う。

(7) 作物残留性試験の信頼性確保に係 事業メニュー及びそ

る適正実施に向けた試験従事者等へ の内容の欄の(7)につ

の研修 いては、以下のとお

作物残留性試験の信頼性確保に係る りとする。



適正実施に向けた試験従事者等への研 都道府県

修及び試験従事者の能力向上に向けた 市町村

実務研修を行う。

３畜産物の (1) 関係機関が連携した指導体制の確 都道府県 交付金の

安全性の 立 交付率は

確保 飼料安全性確保対策に係る協議会の 事業費の

開催・参加、飼料業者情報共有システ 定額（1/2
ムの整備活用等により、関係機関にお 以内）と

ける飼料の安全性確保対策の連携を図 する。

る。 なお、地

域提案型

(2) 飼料安全法令等に関する普及・監 事業の交

視及び指導 付率は類

畜産農家、飼料等販売業者、地域流 似の事業

通飼料製造業者等を対象として、地区 メニュー

講習会、巡回指導、普及資料の配布、 の交付率

立入検査等により、飼料安全法令等の を準用す

遵守に必要な知識の普及、遵守状況の るものと

監視及び指導を行う。 する。

(3) 飼料の安全性監視のための調査分

析の実施及び分析機器の整備

地域流通飼料等における有害物質の

分析等、安全性監視のための調査分析

の実施及び安全性監視のために必要な

分析機器の整備により、地域流通飼料

等の安全性確保を図る。

(4）動物用医薬品の危機管理機能強化

の推進

薬剤耐性菌の発現状況検査、医薬品

の品質検査等を行うために必要な機器

の整備により、動物用医薬品の危機管

理機能の強化を図る。

(5) 衛生情報等の活用体制の整備

家畜保健衛生所、食肉衛生検査所等

で得られる衛生情報や検査成績を収集

・分析し、産業動物獣医師等による飼

養衛生管理の指導等に活用する体制を

構築する。



(6) 地域の獣医療提供体制の整備

無獣医地域等において、地域の関係

者で組織する協議会を設置し、業務連

携に係る役割分担を明確化、夜間・休

日診療の体制の整備、一時的に離職し

ている獣医師を活用する「獣医師バン

ク」の設立等により、地域の獣医療の

提供体制を整備する。

４水産物の (1) ノロウイルス監視体制の整備 都道府県 交付金の

安全性の 生産段階におけるノロウイルスに係 交付率は

確保 るカキ等二枚貝の汚染のリスクを低減 事業費の

させるため、陸域及び海域におけるノ 定額（1/2
ロウイルス監視調査を行う。 以内）と

する。

(2) 貝毒発生監視体制の整備 なお、地

毒化したホタテガイ等水産物の流通 域提案型

を防止するため、マウスを用いた公定 事業の交

検査法による貝毒毒量の検査等、貝毒 付率は類

の発生監視調査を行う。 似の事業

メニュー

の交付率

を準用す

るものと

する。

Ⅱ食品事 １食品トレ (1) 推進方策等の検討 都道府県 交付金の

故対応 ーサビリ 食品トレーサビリティの取組の普及 市町村 交付率は

等のた ティの取 にあたり、関係機関等により構成され 農業協同組合 事業費の

めのト 組の普及 る協議会等を設置し、推進方策等の検 農業協同組合中央会 定額（1/2
レーサ 討を行う。 農業協同組合連合会 以内）と

ビリテ 特認団体 する。

ィの普 (2) 普及活動の実施 なお、地

及 食品トレーサビリティの取組の普及 域提案型

を着実に図るため、農林漁業者（以下 事業の交

「農業者等」という。）及び食品事業者 付率は類

に対して、セミナー・講習会等を行う。 似の事業

メニュー

(3) 実態調査の実施 の交付率

食品トレーサビリティの取組の状況 を準用す

を把握するため、農業者等及び食品事 るものと

業者を対象として、取組の割合の確認、 する。

事例の収集等を行う。



Ⅲ伝染性 １家畜衛生 (1) 監視体制の整備 事業メニュー及びそ 交付金の

疾病・ の推進 家畜疾病の監視体制を強化するため、 の内容の欄の(1)から 交付率は

病害虫 動物由来感染症等のモニタリングの実 (5)までについては、 事業費の

の発生 施、飼養衛生管理基準や特定家畜伝染 都道府県とする。た 定額（1/2
予防・ 病防疫指針に基づく農家への普及・指 だし、(1)のうち沖縄 以内）と

まん延 導等を実施する。 牧野ダニ侵入防止対 する。

防止 策については沖縄県、 ただし、

(2) 危機管理体制の整備 自衛防疫の推進につ 事業メニ

家畜疾病の危機管理体制を強化する いては自衛防疫の推 ュー及び

ため、疾病発生時に備えた防疫演習の 進等家畜衛生の向上 その内容

実施、病性鑑定の検証等に係る県や大 を目的とする団体（消 の 欄 の

学等の広域的な連携を推進する等病性 費・安全局長等が別 ( 1)のう

鑑定ネットワーク体制の構築等を推進 に定めるものをいう。 ち、自衛

する。 以下同じ。）及び特認 防疫の推

団体とする。 進等家畜

(3) 家畜衛生対策による生産性向上の 衛生の向

推進 上を目的

行政、生産者、獣医師等の関係者が とする団

一体となった家畜の伝染性疾病の発生 体が実施

予防、まん延防止及び清浄性維持等の する自衛

取組を推進するとともに、慢性疾病等 防疫の推

畜産農家における生産性を阻害する疾 進に要す

病について有効な低減対策を講じる。 る経費に

また、動物用医薬品の適正使用の取組 ついては

等を推進する。 定額(1/3
以内)、

(4) 畜産物の安全性向上 沖縄県が

畜産物の安全性向上を図るため、生 実施する

産段階におけるＨＡＣＣＰの考え方を 牧野ダニ

取り入れた飼養衛生管理の普及・定着 侵入防止

等を推進する。 対策に要

する経費

(5) 家畜衛生の推進に係る関連機器の について

整備 は 定 額

家畜疾病にかかる診断の迅速化・高 ( 9/10 以

度化、バイオセキュリティの確保に資 内）とす

するため、関連機器の整備を行う。 る。

なお、地

＜地区推進事業＞ 域提案型

(6) 家畜衛生対策による生産性向上の 事業メニュー及びそ 事業の交

推進 の内容の欄の(6)につ 付率は類

行政、生産者、獣医師等の関係者が いては、以下のとお 似の事業



一体となった家畜の伝染性疾病の発生 りとする。 メニュー

予防、まん延防止及び清浄性維持等の 市町村 の交付率

取組を推進するとともに、慢性疾病等 農業協同組合 を準用す

畜産農家における生産性を阻害する疾 自衛防疫の推進等家 るものと

病について有効な低減対策を講じる。 畜衛生の向上を目的 する。

また、動物用医薬品の適正使用の取組 とする団体

等を推進する。 生産者の組織する団

体（消費・安全局長

等が別に定めるもの

をいう。）

特認団体

２養殖衛生 (1) 総合推進会議の開催等 都道府県 交付金の

管理体制 全国的及び地域的な会議の開催等に 交付率は

の整備 より、養殖衛生管理対策を総合的に推 事業費の

進する。 定額（1/2
以内）と

(2) 養殖衛生管理指導 する。

養殖生産物の安全性の確保を図るた ただし、

め、養殖管理・水産医薬品等の適正指 事業メニ

導、養殖衛生管理技術の普及・啓発を ュー及び

行う。 その内容

の 欄 の

(3) 養殖場の調査・監視 ( 5)のう

養殖生産物の安全性の確保を図るた ち特定疾

め、水産用医薬品残留検査等を行う。 病まん延

防止措置

(4) 養殖衛生管理機器の整備 等に要す

養殖衛生対策のために必要な診断機 る経費に

器等の整備を行う。 ついては

定 額

(5) 疾病の発生予防・まん延防止 （10/10）
魚病の発生・伝播の防止、魚病被害 とする。

の軽減を図るため、疾病の監視、特定 なお、地

疾病まん延防止措置等を行う。 域提案型

事業の交

付率は類

似の事業

メニュー

の交付率

を準用す

るものと

する。



３病害虫の (1) 先進技術を活用した総合的病害虫 事業メニュー及びそ 交付金の

防除の推 ・雑草管理（ＩＰＭ）技術体系の確 の内容の欄の(1)及び 交付率は

進 立 (2)については、都道 事業費の

農薬等による防除が困難となってい 府県とする。 定額（1/2
る病害虫を対象としたＩＰＭ実践指標 以内）と

の策定及びその実践効果の把握のため する。

の調査を行う。 なお、地

域提案型

(2) 病害虫防除農薬環境リスク低減技 事業の交

術確立 付率は類

農薬散布に伴う環境リスクを低減す 似の事業

るため、天敵、フェロモン等を利用し メニュー

た防除技術、農薬散布量低減化技術（少 の交付率

量散布、静電散布）及び基幹的マイナ を準用す

ー作物病害虫防除技術についての体系 るものと

を確立する。 する。

＜地区推進事業＞

(3) 総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ） 事業メニュー及びそ

実践地域の育成 の内容の欄の(3)及び

ＩＰＭ実践指標に基づいた防除を実 (4)については、以下

践する地域をモデル的に育成する。 のとおりとする。

農業協同組合

(4) 病害虫防除農薬環境リスク低減技 特認団体

術確立

基幹的マイナー作物病害虫防除技術

についての体系を確立する。

４重要病害 (1) 重要病害虫侵入警戒調査等の実施 事業メニュー及びそ 交付金の

虫の特別 ミバエ類等の重要病害虫が侵入した の内容の欄の(1)から 交付率は

防除等 場合、当該病害虫を早期に発見するた (5)については、都道 事業費の

め、全国の果樹・野菜栽培地帯等にお 府県とする。 定額（1/2
いて、これら重要病害虫の侵入警戒調 以内）と

査等を行う。 する。

ただし、

(2) 移動規制病害虫特別防除 事業メニ

植物防疫法に基づく移動の制限等に ュー及び

係る重要病害虫に対し、被害の軽減及 その内容

び未発生地域へのまん延を防止するた の 欄 の

め、発生地域における徹底した防除等 (1)、(4)
を行う。 及び( 5)

に要する



(3) 重要病害虫の防除 経費は定

我が国で発生が限定されている重要 額

病害虫に対し、被害の軽減及び未発生 （10/10）
地域へのまん延を防止するため、発生 とする。

地域等における徹底した防除等を行う。 また、(5)
のうち、

(4) 特殊病害虫緊急防除 不妊虫増

重要病害虫が侵入・まん延し、農作 殖施設等

物に甚大な被害を与える恐れがある場 の整備に

合、これらの撲滅あるいはまん延防止 要する経

を図るために緊急に防除を行う。 費は定額

（ 9 / 1 0
(5) 特殊病害虫根絶防除 以内）と

鹿児島県奄美群島に発生しているさ する。

つまいもの重要な害虫であるアリモド なお、地

キゾウムシについて、発生地域におけ 域提案型

る被害軽減と未発生地域へのまん延を 事業の交

防止するため、奄美群島振興開発特別 付率は類

措置法施行令(昭和 29 年政令第 239 号) 似の事業

別表第３の第３号に基づく環境に優し メニュー

い不妊虫放飼法等により根絶防除を行 の交付率

う。 を準用す

また、沖縄県及び鹿児島県奄美群島 るものと

に発生しているかんきつ類の重要病害 する。

であるカンキツグリーニング病菌につ

いて、発生地域における被害軽減と未

発生地域へのまん延を防止するため、

り病樹の伐採等により根絶防除を行う。

(6) 輸出検疫条件の確立 事業メニュー及びそ

諸外国へ我が国農産物の解禁要請、 の内容の欄の(6)につ

輸出条件の緩和要請を行うにあたり、 いては、以下のとお

輸入国が侵入を警戒する病害虫の発生 りとする。

調査等の必要なデータ収集を目的とし 都道府県

た調査等を行う。 市町村

特別地方公共団体

特認団体

Ⅳ地域に １地域にお (1) 食育総合展示会等の開催 都道府県 交付金の

おける ける日本 地域における日本型食生活等の普及 市町村 交付率は

日本型 型食生活 促進のために、「食事バランスガイド」 農業協同組合 事業費の

食生活 等の普及 等に基づく健全な食生活の実践、地域 農業協同組合中央会 定額（1/2
等の普 促進及び 食文化や地域農産物への理解促進に関 農業協同組合連合会 以内）と



及促進 教育ファ する食育総合展示会等を開催する。 消費生活協同組合 する。

及び教 ームの取 特認団体 なお、地

育ファ 組の支援 (2) 食育推進リーダーの育成及び活動 域提案型

ームの の促進 事業の交

取組の 地域における食育活動の総合的かつ 付率は類

支援 効果的な展開を図るため、食品衛生・ 似の事業

栄養改善・農業生産・食文化等各分野 メニュー

において専門的に食育活動を行うボラ の交付率

ンティアの活動の調整、コーディネー を準用す

ト等を行うことができる食育推進リー るものと

ダーを育成するとともに、食育推進リ する。

ーダーの活動（講習会、研修会、現地

指導等）を通じて日本型食生活等の普

及を促進する。

(3) 食育推進協議会の開催

地域における日本型食生活の普及促

進のための食育推進協議会を開催し、

地域における食育推進方針等について

検討するとともに、食育関係者のネッ

トワークの構築等を行う。

さらに、必要に応じ、地域版「食事

バランスガイド」等の食育情報資料の

整備を行う。

(4) 教育ファームの取組の支援

教育ファームの総合的な推進のため

に、協議会等を開催し地域での教育フ

ァームの方策を検討する。

また、地域における教育ファームの

推進を目的として、教育ファームの取

組を行う。


